
令和 5 年度

福島県
被災宅地危険度判定士養成講習会

令和 6 年 1 月 22日

公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会
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 (公社)全国宅地擁壁技術協会について

 判定マニュアルの解説

 判定票作成を作成してみよう



(公社)全国宅地擁壁技術協会について

(公社)全国宅地擁壁技術協会（宅協）

【目的】
宅地擁壁の設計及び施工に関する調査研究及び技術開発を行い、
その成果の普及を図ることにより、安全で良質な宅地の供給に貢献し、
もって国民生活向上に寄与する

⇒ 平成４年に社団法人として発足

【事業】
◆宅地擁壁の設計及び施工に関する活動

調査研究及び技術開発技術者の養成
情報雑誌の収集、提供
図書などの刊行、講演会の開催

◆宅地擁壁の所定の品質確保のための活動
製造工場調査・認証

◆被災宅地に関する活動

⇒ 宅地擁壁の「技術」のみに関する社団法人
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電子版として２０２１年３月
発刊

※ 約１５８工場 ２５8擁壁
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■被災宅地危険度判定士派遣に関する業務
当協会は、危険度判定士を保有しており、国や県の要請に対して判定士を
支援派遣しています。当協会は全国に支部を置いているため、全国都道府
県登録の判定士を派遣することが可能です。
また、過去の地震での被災宅地判定士派遣実績を生かして、被災宅地判定
業務に関する技術的助言が可能です。

■相談窓口相談員派遣に関する業務
大規模な災害時には、自治体に相談事がたくさん寄せられます。そこで、当協
会は被災宅地危険度判定実施期間中を原則として、自治体の開設する宅地
危険度判定に関する相談窓口に相談員を派遣し、被災者の質問に対する回
答や2次災害防止のアドバイスを行います。自治体の担当者は、この間復旧や
他の業務に専念することが出来ます。
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■被災宅地危険度判定士養成講習会の講師派遣業務
当協会は、各都道府県等が開催する「被災宅地危険度判定士養成講習
会」に、平成15年から講師を派遣しています。被災宅地の調査・危険度
判定マニュアルに基づき、丁寧にわかりやすく講義を実施しています。
令和4年度は、全国42会場に講師を派遣しました。
また、屋外での実務研修の要請も年々増えており、研修を実施していま
す。

被災宅地危険度判定制度の発端

原因

•平成7年1月17日阪神・淡路大震災発生

•当時は有効な危険度判定基準がなかった。

課題

•被災した周辺の自治体だけでは被害状況調査が困難

•地方公共団体の枠組みを超えた支援体制の整備

結果

•平成９年全国協議会が発足し、「被災宅地危険度判定
制度」が創設

•会員：都道府県、政令指定都市、都市再生機構等
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①被災宅地の被害状況の調査

②被災宅地の危険度判定

③判定結果の現地表示

④調査結果の整理・実施本部へ報告

避難勧告・指示／応急措置等

被災宅地危険度判定作業の流れ

危険度判定調査票
判定ステッカー

危険度判定作業について

危険度判定票の作成例
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沈下
家屋変形

舗装
剥離
変状

家屋損傷

路面舗装変状
少し波打つ
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沈下
２０cm

移動している

家が傾く
家が少し押
しつぶされ
ている
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擁壁は
空石積み

擁
壁
高
さ

h
=
1
.8
ｍ

家屋は
擁壁背面に近接

擁壁下湿潤状態
擁壁面に苔
湧水多い

擁壁は
はらんでいる
すべっている
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手引き－１６
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宅地地盤

手引き－１７
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ここでは、

店先が全体的に沈下 ２０㎝→ 中

液状化と思われる 噴砂現象あり。

宅地地盤の危険度評価／隆起・沈下・陥没

表3-24 宅地地盤の配点表

宅地地盤の配点表
程度

大中小

５３１1ｸﾗｯｸ（幅）

６４２2陥没（深さ）

７４２3沈下（沈下量･規模）

８５３4段差（段差量）

９８７5隆起（隆起量・規模）

６湧水・噴砂

合計値

18

液状化による噴砂あり １点加算

５

宅地地盤の危険度評価／隆起・沈下・液状化

9



被害の評価

19

• 変状点の合計値

• 点数範囲

• 判定区分

５

4～7点

変状等が著しく、当該宅
地に立ち入る場合は、時
間、人数を制限するなど
十分注意する。

変状が進行していれば
避難も必要。

中 要 注 意 宅 地

手引き－１４
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宅地擁壁
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手引き－１５

22

擁壁は
空石積み

擁
壁
高
さ

h
=
1
.8
ｍ

家屋は
擁壁背面に近接

擁壁下湿潤状態
擁壁面に苔
湧水多い

擁壁は
はらんでいる
すべっている
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擁壁の危険度評価／擁壁の種類
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• 判定マ－１８ 表３－６ 擁壁の種類

ここでは、空石積み擁壁に該当します

擁壁の危険度評価／擁壁の位置関係
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• 判定マ－１３ 図３-１ 建物 道路との位置関係

影響範囲

１．７Ｈ

Ｈ

１．０Ｈ

重要度が高い

ここでは、ケースAに該当 します

家屋は
擁壁背面に近接

条 件ケース

影響範囲に建物または道路が存在するＡ

影響範囲に建物または道路が存在しないＢ
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判定マ-１２ 表３-１

ＢＡ分類項目区分

00乾燥

湧水

地
盤
条
件

基
礎
点

0.20.4湿潤

0.40.8にじみ出し･流出

00Ⅲ

排水施設等

構
造
諸
元

0.20.4Ⅱ

0.40.8Ⅰ

00H≦1m

擁壁高さ

0.10.21m＜H≦3m

0.20.43m＜H≦4m

0.30.64m＜H≦5m

0.40.85m＜H
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擁壁の危険度評価／湧水の状況
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• 判定マー２０ 表３－７ 湧水の状況分類

擁壁下湿潤状態
擁壁面に苔
湧水多い

湧水が確認されているので
にじみ出し・流出 に該当します。
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ＢＡ分類項目区分

00乾燥

湧水

地
盤
条
件

基
礎
点

0.20.4湿潤

0.40.8にじみ出し･流出

00Ⅲ

排水施設等

構
造
諸
元

0.20.4Ⅱ

0.40.8Ⅰ

00H≦1m

擁壁高さ

0.10.21m＜H≦3m

0.20.43m＜H≦4m

0.30.64m＜H≦5m

0.40.85m＜H27

判定マ-１２ 表３-１

擁壁下湿潤状態
擁壁面に苔
湧水多い

0.8

擁壁の危険度評価／排水施設の状況
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• 判定マー２２
表３－１０ 排水施設の設置状況分類表

水抜き穴も無く、
天端排水施設もありません

ので Ⅰ に該当します。
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ＢＡ分類項目区分

00乾燥

湧水

地
盤
条
件

基
礎
点

0.20.4湿潤

0.40.8にじみ出し･流出

00Ⅲ

排水施設等

構
造
諸
元

0.20.4Ⅱ

0.40.8Ⅰ

00H≦1m

擁壁高さ

0.10.21m＜H≦3m

0.20.43m＜H≦4m

0.30.64m＜H≦5m

0.40.85m＜H29

判定マ-１２ 表３-１

0.8

擁壁の危険度評価／擁壁の高さ
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• 判定マ－２２ 表３－１３ 擁壁の高さ
擁
壁
高
さ

Ｈ
=
1
.8
ｍ

1m＜H≦3m
に該当します。
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ＢＡ分類項目区分

00乾燥

湧水

地
盤
条
件

基
礎
点

0.20.4湿潤

0.40.8にじみ出し･流出

00Ⅲ

排水施設等

構
造
諸
元

0.20.4Ⅱ

0.40.8Ⅰ

00H≦1m

擁壁高さ

0.10.21m＜H≦3m

0.20.43m＜H≦4m

0.30.64m＜H≦5m

0.40.85m＜H
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0.2

基礎点の合計＝０．８＋０．８＋０．２＝１．８

マスタ タイトルの書式設定
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 マスタテキストの書式設定

 第 2 レベル
 第 3 レベル
 第 4 レベル

o 第 5 レベル

擁壁は
空石積み

変状は、
はらみ → 小
すべり崩壊 →小

擁壁は
はらんでいる
滑べっている

擁壁の変状項目の採点
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空積み擁壁の配点表
程度

大中小

1ｸﾗｯｸ

９７６2水平移動

3不同沈下･目地開き

１０９８4ハラミ

5傾斜･倒壊

6擁壁の折損

１０９８7崩壊

8張出し擁壁支柱損傷

１０9基礎及び基礎地盤被害

７５３10排水施設の変状

１０11背面の水道管破損等

８最大値33

ここでは、
変状点の最大値を
抽出する

→ ８点

判定マ-１４

12

 基礎点

 変状点

 合計

１．８

８

＋

９．８

〓

点数範囲 ８．５以上

変状が特に顕著、危険
な住宅地。早急に所有
者等に対して勧告・改善
命令が必要。防災工を
行う必要がある。周辺に
被害を及ぼさないよう指
導する。

判定区分

大

危 険 宅 地
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 宅地地盤の側面での判定 ５点

→ 判定区分 中

 宅地擁壁の側面での判定 ９．８点

→ 判定区分 大

同じ宅地でも評価するもので危険度の内容が

変わります。

危 険 宅 地

要注意宅地

・このように被害地域の危険度を点数付けして
判定していく。
・点数が大きければより危険と判断される。

それでは本題の
判定士養成講習会の
講義に入ります
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